
 

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会会員規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人千葉県身体障害者福祉協会（以下「協会」

という。）定 

款第１８条の規定に基づき会員について規定する。 

 

（会 員） 

第２条 この協会の会員は県内の市町村身体障害者福祉会（以下「身障福祉会」

という。）及びこの協会の趣旨に賛成して協力する個人又は企業若しくは団体

（以下「賛助会員」という。）をもって構成する。 

２ 賛助会員になろうとするときは、別紙「賛助会員入会申込書」を提出する

ものとする。 

 

（会 費） 

第３条 会員の年会費は次のとおりとする。 

 （１） 身障福祉会 

     当該福祉会の会員数に３００円を乗じて得た額 

 （２） 賛助会員 

     個人は一口２千円、企業又は団体は一口１万円で、それぞれ１口以

上とする。 

 

（会費の納付） 

第４条 会費は、年度当初に当該年度分を現金で納付するか、又は協会の指定

する銀行口座へ振り込むものとする。 

 

（年会費の変更） 

第５条 第３条に規定する年会費の額を変更しようとするときは、理事総数の

３分の２以上の同意を得なければならない。 

 

（附 則） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 


